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建築基準法施行規則の一部改正等について（技術的助言） 

 

建築基準法施行規則の一部を改正する省令（平成１９年国土交通省令第８８

号）による改正後の建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下

「規則」という。）の施行について、その運用に係る細目は下記のとおりであ

るので、遺憾のないようお願いする。 

なお、国土交通大臣及び地方整備局長等指定の指定確認検査機関に対しても、

この旨通知していることを申し添える。 

 

記 

 

第１ 構造方法等の認定に係る認定書の写しの提出について(規則第１条の３

等関係) 

① 構造方法等の認定に係る認定書の写しについては、当該構造方法等が申

請又は通知に係る建築物若しくはその部分、建築設備又は工作物若しくは

その部分(以下「建築物等」という。)に用いることができること、適用さ

れる建築基準関係規定に適合すること等を確かめるために確認の申請書と

して提出を義務付けているものである。したがって、建築主事又は指定確

認検査機関（以下「建築主事等」という。）において、既に認定書の写し

を有している場合や認定の内容を収録した図書（構造方法等の仕様（断面

の構造、材料の種別及び寸法等）が示されているものに限り、出版物やホ

ームページに掲載されたものを含む。）によりその内容を確認できる場合



には、上述の建築物等の計画が当該構造方法等によるものであることを確

かめられ、認定書の写しの提出を求めていることに相当すると判断できる

ことから、今般、認定書の写しについては、それら以外の場合で建築主事

等が提出を求める場合に限って提出することで足りることとした。 

②  建築主事等は、提出を要しない認定書の写しの情報（自ら有している構

造方法等の認定に係る認定書の写しの認定番号の一覧等）について、ホーム

ページへの掲載、審査の窓口への備付け等により公表するほか、設計等に係

る関係団体への周知を図られたい。 

③  建築主事等は、建築物等の計画に係る申請者等との事前相談時等におい

て、あらかじめ提出が必要となる認定書の写しについて説明を行い、申請手

続が円滑に行われるよう努められたい。それにもかかわらず、当該申請者等

から認定書の写しの提出がなかった場合には、建築主事等は、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６条第１３項、第６条の

２第９項又は第１８条第１２項（これらの規定を第８７条第１項、第８７条

の２又は第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、当該計画に係る申請者等に当該計画が建築基準関係規定に適

合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知

書を交付した上で、追加説明書として認定書の写しの提出を求めるものとす

る。なお、規則別記第２号様式（確認申請書（建築物））において、構造方

法等の認定の番号も記入することとされたことを踏まえ、認定書の写しの提

出が必要であるかどうかの確認に当たっては、当該認定の番号の記載された

欄を活用することとする。 

 

 

第２  建築物の計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更について(規則第３

条の２関係) 

 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更を行う場合で、当該変更の内

容が建築基準関係規定に関係のない変更である場合は、計画の変更に係る確

認審査の対象外である。したがって、中間検査又は完了検査（以下「検査」

という。）の申請時に求められる軽微な変更の概要の記載も要しない。 

法第６条第１項にいう軽微な変更については、改正前の建築基準法施行規

則第３条の２に規定されていたところである。同条第１項の規定において、

軽微な変更に該当するものを各号に列挙するとともに、ただし書において、

建築基準関係規定に係る変更が生じる場合には軽微な変更に該当しないこ

ととしていたところである。今般、軽微な変更に該当する場合の取扱いにつ



いて弾力化し、建築確認手続の円滑化を図る観点から、ただし書部分を改正

し、計画の変更の内容が建築基準関係規定に照らして「安全上、防火上及び

避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が（変

更前より）高くならない」ものであれば軽微な変更に該当するものとして取

り扱うこととした。 

 この運用については、軽微な変更の趣旨が建築主の建築確認手続に要する

負担の軽減にあること等を踏まえ、弾力的に取り扱われたい。 

軽微な変更に該当するものとして建築確認手続を行わなかった計画の変

更については、検査の申請書の第三面に軽微な変更の概要（安全上、防火上

及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度

が高くならないことが確かめられた旨（構造計算適合性判定を要する建築物

の計画について、計画の変更に伴い構造計算を行う場合にあっては、必要に

応じ、指定構造計算適合性判定機関その他の適切な第三者機関により当該構

造計算の内容について確かめられた旨を含む。）の図書の内容を含む。）を

記載することとなるが、当該記載内容に基づき、建築基準関係規定に適合し

ていることを適切に確認することとする。 

また、検査の円滑な実施を図るため、建築主から、検査前の適当な時期に

おいて、軽微な変更の内容について建築主事等に対しあらかじめ説明してお

きたい旨の希望がある場合が考えられるが、建築主事等においては当該求め

に対し積極的に応ずることが望ましい。 

 

 

第３  確認の申請に当たって変更見込み事項があらかじめ検討されている場合

について 

 施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更等については、「建築

物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施

行について」（平成１９年６月２０日付け国住指第１３３２号）において通

知しているところであるが、これに類するものとして、当初の確認の申請に

係る図書及び書類において、建築物の計画上建築主等の意向により発生が見

込まれる変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合（例えば、

分譲共同住宅について、一定の間取り変更が生じても構造耐力上、防火・避

難上、採光上等支障がないことがあらかじめ確かめられている場合等）にあ

っては、確認審査及び構造計算適合性判定において、当該変更見込み事項の

内容を含めて審査し、確認済証を交付することができるものとする。 

 この場合において、当該変更見込み事項の内容の範囲内で施工が行われて



いる限り、当該変更見込み事項に係る計画の変更の確認の手続は要しない。

なお、当該変更見込み事項に係る対応結果については、計画変更、検査の申

請の機会に報告を受けるものとし、検査の申請の機会に報告を受ける場合は、

申請書への別紙の添付その他の適切な方法によるものとする。              

なお、分譲住宅の供給に当たって住宅等の間取り等に選択性を持たせた販売

方法に即した建築確認手続の活用についても、「メニュー方式による住宅供給

に係る建築基準法上の手続について」（昭和６０年３月７日付け建設省住指発

第９５号）により通知しているところであり、積極的に周知を図るとともに、

円滑な運用に配慮されたい。 

 


